
『ポータビリティ』ってどんな制度？

３階部分＝企業年金について３階部分＝企業年金について３階部分＝企業年金について３階部分＝企業年金について…………⑨⑨⑨⑨

そういえば「ポータビリティ」の説明も出来てなかったね。

これはね、加入者期間３年以上で退職した人全員が選べる

制度なんだよ。説明していくからついてきてよね。

えーと…。ちゃんと見てないと思う。

ねえねえ、気にはなってたんだけど

「後ほど説明します」の付箋がついてた

ポータビリティってどういう制度？

脱退⼀時⾦を持ち運ぶことが出来る年⾦制度って︖

退職後一年以内に選択退職後一年以内に選択退職後一年以内に選択退職後一年以内に選択

転職先の企業年金制度（ＤＢ・ＤＣ）転職先の企業年金制度（ＤＢ・ＤＣ）転職先の企業年金制度（ＤＢ・ＤＣ）転職先の企業年金制度（ＤＢ・ＤＣ） ・・・・ 企業年金連合会企業年金連合会企業年金連合会企業年金連合会 ・・・・ 個人型確定拠出年金（個人型確定拠出年金（個人型確定拠出年金（個人型確定拠出年金（idecoidecoidecoideco）））） です。です。です。です。



この部分については、後ほど説明していくからね

転職先に『確定給付企業年⾦・ＤＢ』の制度があることが⼤前提だけど

元の会社の『ＤＢ』を受け入れてくれる企業って、実はほとんどないんだよね。

だから下記の『確定拠出企業年⾦・ＤＣ』に移すことが多くなるね。

ノーリツの企業年金を

そのまま持ち運べるってこと？

転職先に『確定拠出企業年⾦・ＤＣ』の制度があれば

ノーリツの『確定給付企業年⾦・ＤＢ』の脱退⼀時⾦を持ち運ぶことが出来る。

だから転職先への移換は、ほとんどがこの『ＤＣ』への持ち運びになると思うよ。

①ＤＢ①ＤＢ①ＤＢ①ＤＢ

②ＤＣ②ＤＣ②ＤＣ②ＤＣ

ポータビリティポータビリティポータビリティポータビリティ



＊この内容は、2023年7月現在の「ノーリツ企業年金基金規約」に基づき作成しています。

　次回は、「企業年金総集編その①」をお送りします♪

今回のまとめ
『ポータビリティ制度』とは？

脱退一時金を退職したときに受け取らず、転職先などの他の年金制度へ

持ち運び、将来の年金給付につなげることが出来ます。

退職してからもノーリツ企業年金基金で積み立てたお金が老後の備えに！

『ポータビリティ』は、加入者期間３年以上から６０歳の定年退職の人、

転職する人、しない人誰もが選ぶことのできる制度なんだよ。

明るい未来の生活のために、お金は少しでも多く残しておかないとね。

『ポータビリティ』って、会社を辞めた時に

受け取る「企業年金」を、誰もが平等に持ち運ぶ

（移換）ことが出来る制度なんだねー

0.25%〜1.25％

https://www.pfa.or.jp/https://www.pfa.or.jp/https://www.pfa.or.jp/https://www.pfa.or.jp/

転職先がなくても

将来のお⾦を

置いておけるんだね

https://www.idecohttps://www.idecohttps://www.idecohttps://www.ideco----koushiki.jpkoushiki.jpkoushiki.jpkoushiki.jp

いろんなところで⾒たり聞いたりしてる『イデコ』でも、

脱退⼀時⾦を持ち運びできるよ。下記のＨＰを確認してみてよ。

あまり聞いたことが無いと思うんだけど

将来もらえる「年⾦」の⼀つになるよ。

下記のＨＰを確認してみて。

③③③③

④④④④


